
膏巨象
｢日本の戦後補償裁判について｣

五十嵐正博さん(神戸大学教授) 
/i+ Il二 埴三なさんこんにちは､五十嵐です:私は金沢: iむようにな りまして2 円にな りますので､二

二二二いらっしゃる皆様にはあちこちでお会い していると思います_こ,JjL琶<J)裁判pについて.'i残念

ながら直接関わることはできずにお り宝したが､最終的;= Ji私の意見書7l裁判所に提川されました

･T JJJ 番組を作 Ljました 

/I..I; )去したの は至ったくの偶然で して､今fJJ 1年くらい前､T,戦後補償裁判に関わることにな [ / ./ 2

丈部首Gr)科学研究費というのがありまして､たまたま U韓の何/九･､､あるいは在 日韓国 ･朝鮮人の人

権pJ)問題について科学研究費を申請 しようということになりましたこ今は早稲田大学におります行

政法の岡田さんと労働法の名古さ′′レが中心 となって申請書を書きました その研究会は当時金沢大

学Uパ去学部の何)言 上のメンバー ;;/,中心で したこ憲法 J)鴨野さんが韓国の池明観 さんと知 り合いであ

ったとい うこと享) j の共同研究としてやろうということに なりました_こうした申ありまして､E韓

請,'i王とんどJ場合､不採用になるL) ミ う 6 9年までの恒鞘 ljjJ: ) Tてすた幸いにそ採円され 三Lて､9 年から9

にijJつてカ､ ) :,: . 研究会を行ないましたし､fr な りU科Ji'研究費を受けることが き圭した､金沢で錘 1

韓ir 回0研究会や､実際. 一 -Jお会い しインタビューする機会をミ_ち圭しjjで も2 ) 二 慰安婦ーの万々に1 )

二 私出身は当時あまり真面 Ejに取 り組む ことを考えていなかったのです

上､､､ -専門にしてきたこと.ま､植民地J独i, rL題てして､特に人口の少ないうのは私刑∃際法プ) ' ) t珂 'Jl

植尺地の独立o) n]園127I 0万人以問題を扱ってきました一誌はそれ 去すが､現在国連加PF 9 ))ち人目10l し 

fL)土が5近 くあります_石川県より小さい国が世界J吊)()以上ある一人口数万人という国がい/[l 0 ) }l

く-つもあるくらいです〉そ うした研究をしてきまし.たソ)で､ ･般的には E]本の戦争責任について閲
心はあ りましたが､特にそれに/ついて学問的にど:)思 うが ということはほ とんど考えていませんで

しノ _l- ･､) -ぁる裁判で国際法の意見た-,t同研究を始めて Lばらくして､ ドイツに留学 した名古さん/1;

書を.LHしてほ しい～意見書を書く人を探 してほ しい′国際法で適当な人を探 してほし ｡一とい うい

手紙が束ました=当然､戦後補償の問題とい うことで､特に人権'})問題を専門に している何人かに

あた りました二戦後補償問題について最も熱心に取 り組んで来られたcrが神奈川大学U) 叩可部浩己さ

んで､ほかには当時 R本こコま誰 もい,なかった と思い主十二そこで彼にお願い しよT)と思ったら､ち

上うどカナダに留学する直前で時間がないとい うことで､他に何JJJ凄)たったのですが皆さん忙 し

くて辞退 され ました｡とうとう誰も見つからなかったL')Jで､仕方な しに じゃあ私がや りましょうと

い ;'ことに,+ごりまし.た それで宋神道さん 一現在仙台近くに住んでいち-〕しゃいますが､元々朝鮮

半島から中国に連れて行71豆tて ~慰安婦∴ 二させ られた女性-の裁判に加わることにな りました′

そ J〕 ,)裁判を担当されていた弁護士さんたちは､福島瑞穂さん､金敬得さん､藍谷さん､あと女件Li

万が何人かいらして､頼まれると断わるのが苦手なものですか ら､それではお引き受け しましょう

とい うことで､約半年かかった と思いますが意見書を提出 しましたC初歩か ら勉強を始めたわけで

すが､アジア ･太平洋戦争韓国人犠牲者補償請求訴訟 (最初に ｢慰安婦｣であったと名乗りでた金

字順 さんたちが提起 した訴訟)で阿部さんが意見書を出していましたので､それが非常に参考には

なりました｡ し/か し､後でお話をいた します奴隷禁止諸条約 とか婦人売買禁｣上に関する諸条約､強

制労働条約など戦後補償に関わる条約の研究がほとんどないとい うことに気がつきました｡どうい

った経緯でこうした条約ができたのか､それぞれの条文がどういう意味をもつのかとい うことを手

探 りで勉強 しました｢その科学研究費を得て､研究成果とい うのがここにあ りますア日韓の相互理 
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解 と戦後補償』で池先生に も編者に加わっていただき､岡田

さん と名 古さん と私が編者で出版す ることができました _こ

れが きっ/J,ナとなって､それ以降戦後補償裁判に関わること,:

:=iったわ:+ _rl )てす 

まず ､戦後補償馴 ｣ , /ltL＼ 特rl･ ?とT鮒 -l うことです沃 i義 l
:I; Jわ二 いろんな裁判があ り圭十/あ 7 子ではあ りません 裁判

さまざ圭'l 書 ,,l/) そ c) lご加′行為が行 J ;れた汗 ナでして､ T被害宵Li r)

ノI :＼ た裁 土工 二捉えていい と思い 至す き ま ざ ニ ケ 一jI://,戦後､補償を求めて起 こ し 判､とい う､ 三 ナ 一 

-/工こJIJ' L rえ. .jる･ ゴ遺棄毒ガスJ話で十 と､毒ガスエ 一L/-jJと咋L三IJf_1､つ 去り問題 iJ 帯 ま､た とえ: つ リ 同 

j)'i戦争中である, 仁ごすが､そc) / 際に出たの.まず っ と復J;I埋 め られた ( [-L い. T彼書,-凄さ r )ことで､そ うし､ 

-, ノブを戦後補償裁判に入れ ていいの7､ )!ゝ )圭十 あるいは肝 曝 し) 7I二 子･) 1ど: ,とい うこともあ L T被書者 し-

場 合､r酎案について補償法ができているわ言で-J; 7 ここつして [ JJ差別 されT,､そこ ＼ 仁本人と外国 ) ;/ 1補償

7Jとい J ら提起 され る裁判 ;あるわけです､)ことか -)

戦後補償巌 半 .r .二 ).て.-広く捉えたい と思 ､ で: T - -,, 1)J･'-1＼ Ii , 三十 三戦後補償裁判:l1､)ごろ,i:廿 てきた,7

十二い うことで-】′ミ 弘が調べ ;二 .IL -) = 9Lf-~う､ r限り'l､初期U〕:Jj1しては 15)Fこ戦傷病者戦没者遺操等援護

･i 弓 ( ) I/成 立いJ -j成下を蔓 .ナて在 日韓間 l集積軍人会が結成 封 し ;;こし.. ) J; こし去して､3 / ' ' /子ーJ l ) JJj て､や, 

て障書年金cT支給を求める裁判こ lil-:ミノ きます､また､朝鮮総連 ,i中心 とす る醐畔人強制連) 二つ ,,-て｣､ J:

行真相調 査卜配 り1来て､7隼代初_,ら沖縄 ､北海道 .j州/iざで強制連行') -/Iい主0 汁い L jご f調査を開始 

上 さr-工7 1rC半ば よ1､L] JJ 京 左守 c))沼 さん と′llJ; iこ -JJ Jてき去:, l I 凍二 tこ .さ主ざま /運5 を '時 -i 草宏 さ左 と/ p/ , ,

し二 つい最近大沼 さ左が中公新書三･､LJr一慰安婦問題 とは何だ-､た '/):上 とい う過去完 ｣'形17つ本を

出 し 三した _ ) ) 一､大沼さんはアジア女性 基金を作った中心どJ評価 していい j~か難 しい ところです;

人物です 確か:二大沼 さんf=JJ言 ､;何 とJ,,､しようとい うことで､村山内閣U)i)とで とに!.､くあそ こ至

ででき:二とい う二とは評価 して もし､ ) ,ちろん批判がある し､韓国側か ら.子持に挺身隊いで L 1' 享. 7

間担対策協議会な どJ-､ J1{-て､お金をもらいたいt1れ どももらった J非難 され る7Jゝ1ら大きな批判f･号)ご ' j

),,pえな くなった とい : 穴 J/ 戦後補償裁裾 こついて.i最初 か t辛I〕 )人もあっこと思います 沼 さ//.1 J ' JJ

難 しい と思 った 勝て る見込みがないわ.11ではない:ナれ ども非常に難 しい と思った∴ ヒ若いてい

青山学院大学のシン-ボンさん､私な どで L上 J - )方々に､ほ とん ど勝てる見込みがな) -は被害者 '1

いのに裁判をやれば勝てる とい う菅 を与えた､幻想 を抱,Tlせ たこ と書いてい 圭ナUあとで大沼 さ

んに会った r> - と言 ってや ろ うと思ってい ます:そ して､8 年C)) それはおか しい じゃないれ 9 7段階

で戦後補償問題研究会 とい J)のが金敬得弁護士､国際法では金乗勲先生 らに よって結成 され ました

この研究会は戦争犠牲を強制 してお きなが ら､そ(jj補償では排除す るとい う理不尽を座視す ること

はて きない､とまず言いますこそれか ら国籍の壁の問題､特に先ほ どの障害年金,J)支給等､そ して

歴史認識の問題 をあげてい ます この研究会は 『在 日韓国 ･朝鮮人の戦後補償』 とい う本を 1992牢

に明石 書店か ら出版 しま した′二二の本は強制連行 ･強制労働の問題が申 し､で､ ｢慰安婦一間題 につ

いては当時資料に乏 しくて､まだほ とん どその実態は明 らかにされていない､と述べ られてい ます 

9()隼になると社会党 (当時)の竹村 さんや本間 さん とかが国会で質問を しま したが､政府の答弁はほ

とん ど ｢知 らぬ､存ぜぬ∴ ｢多分､調査 して も分か らないで しょう｡｣ とい ういい加減なもので

した _9O年代の初めはわが国において も ｢｢慰安婦一間題 で金学順 さんが名乗 り出ることで社会問題 

.p=なるわけです二同時にユー ゴやル ワンダで 多くの レイプ事件が起 こ り､国際的に女性に対す る暴

力､性暴 力の問題J//;注 目を集める ようにな りました｡そ して国連 において こうした問題を取 り しげ



る､特に人権委員会で取 り上げるとい うことになってくるわけです｡わが国においては金字順さん

たちの提訴がきっかけにな りまして､91年12月以後､堰を切ったように戦後補償裁判が提起される

ようにな ります｡これまで約 100件が提起されています(,

本 E= ))jお配 りしたレジュメは､七尾の裁判の私の意見書の中身を抜き出 したそUですが､最初にお

話 しするのは､個人の損害賠償請求権について こす二戦争に絡んで､戦場ばか りでなく強制連行､

強制労働など､個人がさまざまな形で被害を受けることになるわけです′_そこで被害を受けた個人

が加害者一国､企業など一に対 して個人として損害賠償を求める権利が国際法上あるのかないのか

とい うことが問題 となります｡まず国際法におけ7J重大な人権侵害ないしニ ス ･コ-ーゲンス (強行

規範)というのは､国際法 上逸脱することが許されない 喜Ju)ということで､国内法における公序良

俗と同 じようなものと考えていいでしょう｣契約自由とTL )Iiっても､してはならない契約 とい う0 

/,冒1るわ言で十 同際法1二 7澗]で してはいけない約束があり得るという享lつです:) ､円と回とし /レ 考え

方とYLJては以前からもありま｣7二が､国際法 L定着してくるのは第2次大戦以降ゾ)ことです｡

具体的にどういう話かと言い主寸と､たとえば日本 とアメリカ,吊 ヒ朝鮮を侵略 ｣よ')とい う条約

を結ぶ ような二と.三言 J) /あるいは' 下されないL''てあり､そ うした条拙 ま無効であるという考え方てす(

同家間でジニノサイ ト､ある民族や少数者を皆殺 し言 しノよ;)という約束をしてはいけない､アハル

ト-イ トであるとか､奴隷にするといった内容の約束を同は してはいけないCもしも国がそ うした

約束を した場合は無効であるという考え方て十

もう一つは重大な人権侵害､具体的に:iジェノサイ トで1:,,るとか､アバル ト-イ トであるとか､

非日登的な失綜 (政府に反対する人たちが知らない間に連れ去られて消されて｣去った)などを単

なる人権侵害ではなく重大な人権侵害 と位置弓 .ナています√二/)した重大なる人権侵宮をした国と

ノー二Lス ･コ-ゲンスに違反 した行為について,+l J国･) 三Ii､そ,) ノ責任を問 うこと′唱 際漬 し主張されるよ 

:;な ' })'こ L)､それは単に主張だけではなく､実際にそ うした行為をした場合には､加害国には救済, 

義務/l凍 る､逆に被害者は救済を求3 る権利があると主張 され､少 しずつではあ りますが条約 L坤iミ ' i

で確認 されるようにな,'てきましたIー特に強制連行､強制労働､ ｢慰安婦｣に閲わる JT,V)として､

奴隷禁止諸条約､婦人売買禁止_に関する諸条約､強制労働条約がありますこ実際にこうした条約が

戦後補償裁判の中で主張されてきたわけです,特に L一 ) ) .j強制連行､強制労働です′尾ジ裁判U場合'I い

ら､ここでは特に強制労働条約についてお話 します｡

の条約があります)広い意味での人権､その中核である奴′禄を禁止するようになる(jH士19世紀 U)初

め7,らですC条約 としては1世紀中ごろに奴隷を禁止する条約が作られるようにな(,)ました｢ど )ゝ 9 '

して条約にする必要があったかといいます と､もともとはイギリス､ス-イン､ボル トガルなど西

洋の国々がアフリカノ ＼船で行って人々を捕まえ､奴隷 .こして船に積み込んで大西洋を渡ってアメリ

カ-行 く｡それを取 り締まる必要がある｡奴 隷を積んでいる船を臨検捜査す る必要がある｡たとえ

ばイギ リスの鉛が奴隷を積んでいるらしいとき､イギリスの官憲が臨検 して処罰することは可能で

すが､フランスの船がイギ リスの船を臨検することは国際法 Lできないわけです｡したがって奴隷

を禁直するためには各国が奴隷を積んでいる船については､他の国の船であっても止めて調 べるこ

とができるということを事前に約束 してお くこと

が必要です｡それで奴隷を禁止する条約が作られ

るようになったわけです

次に婦人売買禁止に関する諸条約については､ 

20世紀の初めに中東欧諸国の女性が西欧に売 られ

ることが社会問題になっていました｡ そこで白人

の女性についての売買を禁止する条約がまず作 ら 

& れ､そしjj後､白人だけでなくすべての女性の売買 
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を禁止するという条約が作られるようになったのです｡特に ｢慰安婦一裁判においては重要な条約

でチ 〔

強制労働条約はILOの中で採択されたもcT)です,それ以前から､1922年に国際連盟において奴隷

問題が程起されたとき､奴隷の問題と密接に関連するものとして強制労働の問題が取 り上げられま

した⊂その結果､まず奴隷条約が採択されて､引き続いて強制労働条約に結びつくことになりまL 
J一一 

/L L

強制労働条約は非常に明白な条文を持っていて､強制労働とは何かという定義から始まり､さ圭

ざまなことが規定されてい圭す二̀【｣本政府､企業は､強制労働条約にさまざまの点で違反 していま

すL-たとえば､ ｢強制労働_は､強制的連行にせよ､欺岡による連行にせ よ､任意に申し出た 阜)a)

で.はない 切,㌔労務に該当し､労働を拒否すれば処罰または実質的処罰を受けることが確実でした一 ))

主た､ ｢公共事業_() ほ れる強制労働 も､漸次廃止されなければならないが､経)遂行のために使日

過期間においてIT, j労務が､ T )_､そ() 労働者ノ具ノ平常ノ居所｣から0移転を伴 うものであってほな

らな し､と規定 していて､本件 ｢強制労働｣は ｢公共事業｣に該当しないことはもちろん､その平常 

c) _まさにいつも住んでいるところから ｢強制連行T居所からの移転を伴っていた点でも違法です _

されたわけですから二特に強制連行 ･強制労働裁判で被害者側から援用されるのは賃金の問題でし 

.= つ と書いて'/いて通常行われる率よりも低くない現金をもって報酬が与えられなければならない

あトト吏十 多くの場合.二は賃金らしいIuのli払っていないわけです,三､ら､この点だ:ナでも明らかに

強制労働条約違反であるといえるわけです.､

戦後補償裁判の初期､というのE封国人の請求権放棄 ということが問題になる以前U)ことですが､

戦後補償裁判での争点とい うのは国家無答貢であるとか除斥期間であるとかが主たる壬)のでした,

そJT)た裾 二国際法をいかここしてこの裁判の中で使 うことができるのか とい う点が私たちにとつて

は大きな作業でした二私たちの主張は､阿部さんlt,シンさんも私も､日本間憲法 98条 2項によれ

ば 口本が批准 した条約や確立した国際慣習については誠実に順守します という規定がある√したが

って､たとえば強制労働条約の揚合､F]本はこの条約に入っていますから､U本としては､平常の

居所か ら動かすことをしてはいけないと約束している あるいは､同じ仕事､類似の仕事で幸,らうJ

賃金上り以上の賃金を現金で与えると約束している_そU)約束に違反している(j)だから､当然違反

については国､企業は責任を取りむさい､損害を賠償 しなければならない､というのが私たちの主

張だったわ:ナです_ところが国､企業の主張や多くの判決は ｢国際法とい うのは主として国と｢i;lと

の約束である二個人が損害賠償を国際法に基づいて請求できるのは､たとえば条約の中に個人が国

際法に基づいて請求｣る権利が認められ ている､極めて例外的な場合にのみ可能であるL と述べ

ている_何が言いたいのかというと､現在､--グに国際司法裁判所 というU)がありますが､ここ

に訴えることができるのは国だけです｡ですから日本の戦後補償裁判に関して､個人が日本政府を

相手取って国際司法裁判所に訴えることはできません｢これはその通 りなのですてヨー一口ツ/くには

ヨー一口ソバ人権裁判所という国際的な裁判所がある｡二C) jj ) ､/場合はヨーロッパ'多く0国が入ってし

るヨーロッパ人権条約で､人権侵害を受けた個人が最終的にはそこへ訴えることが認められている,:

それはその通 りなのです｡われわれが主張 しているのはそのようなことではなく､この戦後補償裁

判は､あくまでも日本の裁判所に訴えているのだということです,:確かに国際的な裁判所には訴え

られません.｡しかし､R本は条約をちゃんと守 ります と言っているのだから､これまで政府や企業､

多くの判決が言ってきたことは極めておかしいのです｡条約でちゃんと守るといいながら､でも救

済はされえませんというのは余 りにおかしいですよね｡ところが､やがて除斥期間であるとか国家

無答責､安全配慮義務について､国や企業の責任を認める判決が地裁あるいは高裁の段階で少 しず

つ出るよ;1になってきましたこそこで政府､企業は最後の拠 り所として請求権放棄という問題をも

ち出してきたわけですC 
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国連における国際人権法 ･国際人道法の発

展 と個 人の損害賠償請求権 というところで､

先ほど話 したのですが､特に国連の人権委員

会で､現在は人権理事会と名前を変えました 

/Jl､永年にわ7=って重大/f国際人権法､国際r

人道法違反の被害者Jが救済および補償を受

ける権利 に閑十 る基本原則およびガイ ドラ

インについて検討 してきました一二r) TiJ中で. 

誰が見て 壬)とんで 壬)ないことをされた被害

Hに-ついては､当然補償を受ける権利がある

±い うことを確認 していますこまたその中で時効.'l適用されて.iならTl/ Lいとい うことが言われてい

ろ一 ■二だ し､主だ条約ではないので､ /I指針 とい うTとで十ので､残念,現段階では基本原則あるい.-L

なが らまだ法的拘束.士ありません〈しか し国連の中でこうした考え方,;多数になってきた｡以前,'L' // T

同家は知らん顔をしてi, よ; i-国連U 中で多いいと当然J) )こ巴われていたわけて､こうした考え)/;; )

数になってきたとい うことは非常に重要な進歩であるといえますくlr同人の損害賠償請求権について､

どういう状況 トで あってもしてはならない ことを した､艮あるいは企業が行なった強制労働はまさ

に絶対にしてはい言ないことをしたわ.丁て､そ :/した場合に:土､そJ)被害者は損害賠償を請来する

権机があるという考え方が定着 し-つつあるという段階です 

L尾や現在多くJ) J戦後補償裁判 とい うr)丁､不二越第 -欠訴訟など卓 ;関係 もあります係属中') J: __1 針1]

が､多くは rlJ国関係で十 ｡中国関係い戦後補償裁 拙 二JTJ.いて､最後に問題 となるC7豆＼｢請求権放棄

しリ問題です, ｣ 項で個人L黒古求権が放棄されたし) l 最大の争/ [華平和条約､ u中共同声明5 , 7かどう/豆＼

亡十十Iありまして､ニ承知L) I,, /ようこ最高裁悠まったく政治的な判決を 卜しましたご私はこ叫 封題に-.

いて今年U)≡世界三 4月号に若き三しこ こ私が最近最 も衝撃的だったことJ)----)は､神戸大学U)入

邦完で国際法を勉強 したいとい うことで入ってきた学生がいて､話をよく聞くと実は朝鮮半島 しり問

題に興味があると言 うU) rI7 ㌦二は朝鮮半丘, 工Jで､ '世界二 )に閑する記 事が毎号裁っているけど知- い

るフ上 と聞いた ら､ はあっ｣と､ F世界土という雑誌があるとい うことIT)知 らないということで

大ショックで したこ

それはさておき､今年 1j 7l論を聞 くとU通知が出て､すぐに東京‖二最高裁から西松建設訴訟 U)f一 )

でrll国関係の弁護[1]で岩波に掛け合って､特集号を出してくれることになったU)です二岩波 もす ぐ

に特集号を出す必要があると考えていました｡私は東京で何度か勉強会をして､ --一度は上屋公献､

は酉松事件についてどのように考えたらいいのかとい うことで した_これまで最高裁叫 J-り決あるい

は決定が約40件あり圭すが､西松判決が出る以前においては､最高裁は 日華平和条約､R中共同声

明のいずれかで中国 ｢国民JUj請求権が放棄 されたのか否かについてル削折はしてきませんで した

そこで西松の判決が どうなるのかとし､うことが注目されたわけですしこれ 真でも地裁､高裁の段階

で 日華平和条約､ u中共同声明が争点 となったのはいくつもあ ります｡閑係条文 としてサンフラン

シスコ平和条約 14条 (b)､日華平和条約 11条､日中共同声明5項でT 西松事件判決広島高裁判決は､c

会社側の主張をすべて斥けま した｡ 広島高裁は､ 汁(手口中共同声明5項は､サンフランシスコ平和

条約 14条 (b)の規定と明らかに異な り､中国 『国民三が請求権を放棄す るとは明示されておらず､

中華人民共和国政府が放棄するとしたのは 『戦争賠償J)請求Ejのみである｡･笠周 民の請求権は国民

固有の権利であって､国家はこれを放棄 しえない｡③銭其探外交部長の発言 紺 中共同声明で放棄

したのは国家間の賠償であって､個人0)賠償は含 まれず､補償請求は国民の権利であり､政府は干

渉すべきでない』などを根拠に､ri国高官の発言が一致 しているわけではない｡l ｣として個人の損

害賠償の請求権を認めたわけです｢政府､企業は､ H11潤 の戦争状態 とい うのは日華平和条約で 
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すべて解決 された｡なぜなら戦争の処理 とい うのは1回限 りのことであるか らだ｡それが国際法上

常識である｣と主張 してきました｣ところが 日華平和条約を締結するときにはサンフランシスコ平

和条約 との密接な関係がありました-第 2次大戦後の E]本のあり方がすべてアメリカの言いなりに

ならざるを得ないとい う枠組は今 も,続いているわけです､Ej華平和条約については､一般に､吉田

茂は非常に抵抗 したと言われています｡すでに中華人民共和国政府が誕生 していて､イギリスなど

かなりの国は中華人民共和国政府を承認 していました､ーアメリカは台湾を承認 してお り､結局､台

湾､北京いずれ,])政府 もサンフランシスコ会議には招請 され 圭せんでしたCアメリカとしては台湾

とF]木を何 とか結びつけさせ ようとい うことで､ダレスが吉田茂に,Fii力をかけるわけです､とこ7,

､吉閏 として.'ま､台湾は台湾とその近 くのごく--吉｢;しか実効支配 していないわけですから､やがて

廿 TT L国政府 との友好､仲直 りを考えなければならないと思っていた し小しダレスはと華人民共fl

;=かく台湾 と平和条約を結べ と言う｡そこで吉田はダレス克てJ書簡を出しま十 その吾筒では ｢台

湾すなわち中華民国と平和条約を結びま しょうこ し7,ゝし日本と中華民国 との間の条約 とい うのは､

条約の適用範囲は中華民国の支配下に現にあり､または今後入るすべての領域に｢二艮られるこ｣とい 

I).耶尺を付 Ll 条約の適用範囲であるとかr掛王条約 とか言われ ますが､吉田が考えたのは､台湾1 二

,･; = - と入れTll堤:支配 L､台湾としてはやがて中国全土を支配 したいという願望があるので､ 今後

ておけば台湾政府のメンツも立てられるのではないかと｡

ところが衝撃的な裾 夫が2005年に東京高裁の中国人 ｢慰安婦｣第2次訴訟で初めてLllされました 

F_｣本と中田の閲の請求権問題はR華平和条約ですべて決着した､とい うのです､驚くべき判決でし

た′ こうして､請求権放棄フ) ついては､西松酎′に際 して､まず東京高裁判決を批iH~ L.問題に一 卜 ll ろノ/

要嵩自られたわけですーっまr)E華平和条約は中国大陸に: 切関係がないという主張をまず十る] i 一

必要/Ji ' ちょうど1 ) - ｣rあ i)ました｢ 年ぐらい前だったか､中国関係o弁護団の会議が福岡であ /=､F
華平和条約についていろいろJ) ] ljされるのは台湾だけでlJl論文を調べてみたら､E華平和条約が適F i

って｢円封大陸のほうには -一切関係ない とい う学説ば′小りでした､札より 一世代､二世代前の国際法

の研究者は関西の方が国に批判的なことを言 う人がたくさんいるのですが､東京の.r )､特 .=王: r東京

大学の国際法U)教授は政府を批判するよう,Jiミニとはほとん と'言-｣でィ､ないU)ではないかとい う偏 

[]事平和条約を痛烈に批判する論文を書いているのを知 り､あらためて私の認識が間違っていると

思った次第です｡非常に説得的でとう考えても中[司大陸.=r適同されるはずがないと論証 していまし

たこそ うしたものを若き連ねて意見書を補ったわけですーu輩平和条約をどう考えてそ)適用できな

い､われわれの勝ちだと確信 したわけです,Tしかし問題は 口中共同声明でどうなる,Jー)か′われわれ

として.'i日中共同声明で I) 月Iども､中国国民の請求権は ti中国政府 としては請求権を放棄す る; L ･n

関係ない とい うことを主張する必要があるー L]中共同声明5項では ｢中華人民共和lig政府は､ 口中

両国民の友好のために､日本国に対する戦争賠償の請求を放棄することを宣言するCーとい う規定

で ｢国民｣とい う言葉は一切使っていません=先ほどの広島高裁a)判決 もそ うです し､そもそ も国

家は個人の請求権を放棄することはできないなど､当方の主張を展開 しま した｡われわれは中国政

府の認識はどうなのか とい うことが最 も大きな争点であると考えていま したこR本政府や企業は､

｢中同政府 もF]本 と同 じ認識｣だと主張 してきましたので､われわれは､ ｢いや中国政府の考え方

はそ うではない:と主張 しました｡広島高裁判決が認めたように､実際に中国政府はいろいろなと

ころで -中国政府は確かに請求権を放棄 したが､中国国民の請求権については関係ありませんc H

中共同声明とは関係あ りません｡｣と述べ､在 日中国大使館のホームページ上でも ｢遺留問題｣と

して載せていました｡中国政府の考え方は 日本政府や企業の考え方とは違 うのです､最高裁はそこ

をちゃんと精査 して下さい､とい う書見書を書きました;ところが最高裁はそ うした中国側の認識

最高裁は､さすがに L]華平和条約は適用 されないとしました｡ しか し､ L]中共同声明5項を根拠 
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にして､しかも根拠にする際にサンフランシスコ平和条約の ｢枠組み｣がそのまま日中共同声明の

中に取 り入れられているのだという考え方を示しました｡裁判所や政府が言う､サンフランシスコ

平和条約の ｢枠組み_というのは､国民の請求権もすべて放棄されているというものです｡日華平

和条約はサンフランシスコ平和条約 と同じであり､日中共同声明においてもサンフランシスコ平和

条約の枠組みが踏襲されており､したがって中国国民の請求権も放棄 されたという判決でした｡こ

れにつきましては 『法学セ ミナー1 7月号で ｢サンフランシスコ平和条約の枠組み｣と ｢条約と第

三国.などいくつかの点について批判 しました｡まったくおかしいのはサンフランシスコ平和条約

は､中岡とは去ったく関係がないわけです二中国はサンフランシスコ条約にとっては単なる第三者

でしかないのです【=

たとえば､私と岩淵さん(当弁護団長) L旧 さん(当弁護が約束 したことを､まったく関係のないし_

Li ､私の周 りの国際法をやっている人j)も拘束するのだという､まったくメチャクチャな理屈ですし

たち､大先生も含めて､一番びっくりしたことの一つは ｢主権国家は､戦争の終結に伴 う講和条約

の縮結に際 し､対人主権に基づき､個人の請求権を含む請求権の処理を行い得る_と最高裁が言っ

たことです(かつて金沢大学にもいらしたことのある､関西大学の藤田久一先生 (元東大教授で､

J本の国際法の最 も優れた民主的な国際法学者)は､これを見て ｢日本はまだ絶対王制の国である

〟-1 ､ Jと思ったというのですこもしも､国は未だに国民の命までも含めて何でもできる､生殺与奪/

の権利を持っているのだということを最高裁が言いたいのだとすれば､対人主権とい う非常に恐ろ

しいことを最高裁は言ったものです｡最高裁の判決を少なくとも論理的に見ると穴だらけです｡法

律的な判決ではなく､まさに政治的な判決です｡西松判決などと前後 して､中華民国と中華人民共

和国との間の光華寮事件という､京都の留学生の宿舎をめぐっての裁判がありました,〔これについ

て.-i､これまで中華民国側が勝ってきたUjですこそれを光華寮酎牛こついては中華人民共和国政府

に花を持たせて､戦後補償については負けさせる､そこで手を打とうという圭さに政治的な意図が

あからさまな判決です｡Ej Jケチはつけるだろうけれど本政府としては､中華人民共和国政府が何 /,,

壬_､政治問題化するつもりはないと見越 しているわけですーそうした見通しもあって､これからど)

I)したらいいかということですが､まさに七尾の裁1'･J｣でも他でもこれ までの手続きを粛々と進めて

n研究会をするのですが､そこでは､中国の国際法の学者や弁護士たちと共｢rJTでシンホジウムをす

るという話があるそ うです｡戦後補償裁判をできるだ言多くの方),に知 Jていただき､支援してい/ -

い う意味もあり､もちろん理論的にも最高裁の判決を批判していくことは必要ですが､かなり大掛

か りなものにしたいと考えています｡中国側も乗 り気になってお り､多分中国政府もある程度まで

は支援するのではないかとの希望的観測があります｡

以上で私の話を終わります｡ありがとうございました｡


